
 

 

 

 

 

 

令和 4 年度に建築物省エネ法が改正され、令和 7 年度から原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準

適用が義務付けされ、二重サッシ等の断熱性の強化等に伴う建築物の重量化に対応した構造の安全性の確

保が必要となります。 

また、建築基準法の改正により、2階建て以下の低層住宅においても構造計算が必要となる範囲の拡大や

建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直しが行われます。 

今後、構造計算が必要となる低層住宅や中高層木造建築物への JAS 構造材（※無垢製品への影響）の

ニーズが高まると見込まれるが、JAS 構造材の格付け率は 1割程度と低位な状況にあります。こうした状

況を踏まえ、地域の工務店や設計士、製材工場等を対象として、JAS 構造材の普及や供給への取組強化を

目的とした説明会を開催します。 

 

●建築基準法改正による４号特例縮小の概要説明 １３:３０～１４:３０ 

講師：宇都宮大学地域デザイン科学部教授 中島 史郎 氏 

・宇都宮大学地域デザイン科学部建築都市デザイン学科教授（博士） 

・木質構造材料の材料性能評価と建築における資源循環と再生の研究者 

・日本住宅・木材技術センターが発行する中層木造建築物の耐久設計図書を執筆 

●先進大型ﾌﾟﾚｶｯﾄ工場視察 ﾃｸﾉｳｯﾄﾞﾜｰｸｽ㈱真岡工場（ﾃｸﾉ ONE）１４:４０～１５:４０ 

講師：テクノウッドワークス(株) 代表取締役 早川 孝男 氏 

・全国第 2 位の加工実績を誇る大型プレカット工場（鹿沼本社、真岡市他） 

・年間使用製品材積は約 30 万㎥、従業員数は約 400 名、取引社数は約 2,000 社 

・特筆は、全ての住宅部材は勿論、ロボット加工では長さ 12ｍの長尺・大径材にも対応可

能で、大規模・高難度な接合部を持つ非住宅分野のプレカット実績は日本一 

  

開 催 日： ２０２３年１２月１９日（火） 

開 催 場 所： テクノウッドワークス㈱真岡工場（テクノＯＮＥ） 
（栃木県真岡市松山町 26-4 TEL：0285-81-1030） 

開 催 時 間： １３：３０～１６：００ （受付時間 １３：００～） 

参 加 費： 無料  定員：１００名 （先着順） 

申込締切り： １２月１１日（月） ※締切り前でも定員になれば締切ります。 
主催：栃木県木材業協同組合連合会  後援：栃木県林業センター  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

所属（会社名・団体名） 
ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

氏   名 

業種  

□設計士 □施工者 □木材関係者 

□行政関係者 □その他（      ） 

（複数の場合） 

（複数の場合） 

 

【申込先】栃木県木材業協同組合連合会 ＦＡＸ０２８－６５２－１０４６ 

 

 

事務局 

栃木県木材業協同組合連合会 

〒３２１－２１１８ 

栃木県宇都宮市新里町丁２７７－１ 

TEL０２８－６５２－３６８７ 

FAX０２８－６５２－１０４６ 


